
 

令和５年１２月亀山市議会定例会提出議案 

条例制定・改廃の背景及び趣旨 

 
                              頁 

議案第６１号 亀山市行政組織条例の一部を改正する条例・・・１ 

議案第６２号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する   

条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・４ 

議案第６３号 亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等   

に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・６ 

議案第６４号 亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一   

部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・８ 

議案第６５号 亀山市職員給与条例の一部を改正する条例・・１０ 

議案第６６号 亀山市総合保健福祉センター条例の一部を改   

正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 
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件   名  
亀山市行政組織条例の一部を改

正する条例  
総務財政部 

総 務 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

こども基本法（令和４年法律第７７号）の制定、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）の改正など、国の子どもに関する政策動向の加速に併せ、

全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもに対して一体的に相談支援を行う機能

を有する機関の設置など、子どもに関する施策を総括的に行う体制の構築が

求められています。 

また、市の財政運営面においては、持続可能な財政基盤の確立と更なる「 

第３次亀山市行財政改革大綱」の積極的な推進を図るため、より効果的な推

進体制が必要となっています。 

これらの行政ニーズや課題に迅速に対応するため、所要の改正を行うもの

です。 

２ 改正内容  

市長の直近下位の内部組織及びその分掌する事務について、次のように改

めます。 ＜第１条関係＞ 

※（ ）は、現在その事務を分掌している組織を示します。  

（１）行財政改革を積極的に推進し、持続可能な財政基盤の確立を図るため、

政策部の分掌事務である行政改革に関する事項を行財政改革に関する事項

とし、総務財政部の分掌事務とします。 

政策部 

ア 秘書に関する事項（政策部） 

イ 広報及び広聴に関する事項（政策部） 

ウ 市政の総合企画及び調整並びに政策評価に関する事項（政策部） 

エ 情報政策に関する事項（政策部） 

オ 地域公共交通に関する事項（政策部） 

総務財政部 

ア 議会に関する事項（総務財政部） 

イ 文書及び法規に関する事項（総務財政部） 
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ウ 統計に関する事項（総務財政部） 

エ 市の組織及び職員に関する事項（総務財政部） 

オ 予算に関する事項（総務財政部） 

カ 行財政改革に関する事項（政策部） 

キ 財産管理に関する事項（総務財政部） 

ク 入札及び契約に関する事項（総務財政部） 

ケ 工事設計の審査に関する事項（総務財政部） 

コ 工事の検査に関する事項（総務財政部） 

サ 税の賦課及び徴収に関する事項（総務財政部） 

（２）子どもに関する事項を強力に推し進めるため、新たに子ども未来部を設

置し、現在は健康福祉部の分掌事務である児童福祉に関する事項、就学前

の子どもに対する教育及び保育に関する事項、子育て支援に関する事項及

び母子及び父子並びに寡婦福祉に関する事項に母子保健に関する事項を加

えて、子ども未来部の分掌事務とします。 

健康福祉部 

ア 地域福祉に関する事項（健康福祉部） 

イ 生活保護に関する事項（健康福祉部） 

ウ 障がい者福祉に関する事項（健康福祉部） 

エ 保健予防及び健康づくりの推進に関する事項（健康福祉部） 

オ 高齢者福祉に関する事項（健康福祉部） 

カ 地域医療に関する事項（健康福祉部） 

キ スポーツの推進に関する事項（健康福祉部） 

子ども未来部 

ア 児童福祉に関する事項（健康福祉部） 

イ 就学前の子どもに対する教育及び保育に関する事項（健康福祉部） 

ウ 子育て支援に関する事項（健康福祉部） 

エ 母子保健に関する事項 

オ 母子及び父子並びに寡婦福祉に関する事項（健康福祉部） 

３ その他 

（１）施行日は、令和６年４月１日とします。  
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（２）附則において、次の２つの条例の一部を改正し、この条例の一部改正に

伴う規定の整理を行います。  

ア 亀山市行政改革推進委員会条例（平成１７年亀山市条例第１８号）  

イ 亀山市子ども・子育て会議条例（平成２５年亀山市条例第２１号） 
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件   名  
亀山市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部を改正

する条例  

総務財政部 

総 務 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

令和５年８月７日の人事院勧告に鑑みた国の一般職の任期付職員の給与改

定の取扱いに準じ、市の一般職の任期付職員の給与を改定するため、所要の

改正を行うものです。  

なお、令和５年８月７日の人事院勧告における給与勧告の主な事項は、次

のとおりです。  

（１）公務員給与と民間給与との較差を埋めるための月例給の額の引上げ  

（２）期末手当の支給月数の引上げ 

２ 改正内容  

≪第１条による改正≫  

（１）特定任期付職員※について、各号給の給料月額を引き上げます。  

＜第７条関係＞  

※ 特定任期付職員とは、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をそ

の者が有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行

することが特に必要とされる業務に従事させる場合において、任期を定めて採用

された職員をいいます。  

（２）特定任期付職員の令和５年度の期末手当について、１２月期の支給月数

を０．１月引き上げます。 ＜第８条関係＞  

   ６月期  １２月期  合計  

改正前の支給月数  １．６５月  １．６５月  ３．３月  

改正後の支給月数  １．６５月  １．７５月  ３．４月  

（３）その他規定の整理を行います。 ＜第１１条関係＞ 

≪第２条による改正≫  

特定任期付職員の令和６年度以後の期末手当について、６月期の支給月数

を０．０５月引き上げ、１２月期の支給月数を０．０５月引き下げます。  

＜第８条関係＞  
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※改正前の支給月数は、第１条による改正後の支給月数です。 

３ その他  

施行日等は、次のとおりとします。  

≪第１条による改正≫  

施行日は、公布の日とし、給料月額の引上げについては令和５年４月１日

から、期末手当の支給月数の引上げについては同年１２月１日から適用しま

す。  

≪第２条による改正≫  

施行日は、令和６年４月１日とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ６月期  １２月期  合計  

改正前の支給月数  
（令和５年度）  

１．６５月  １．７５月  ３．４月  

改正後の支給月数  
（令和６年度以後）  

１．７月  １．７月  ３．４月  
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件   名  
亀山市議会の議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例  

総務財政部 

総 務 課  

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

市議会の議員に支給する議員報酬及び期末手当の額について、市民の意思

を十分に反映させるため、特別職報酬等審議会に諮問したところ、期末手当

の支給月数については、令和５年８月７日の人事院勧告に鑑みた国の一般職

の職員の期末手当及び勤勉手当の取扱いに準じて市の一般職の職員における

期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数において引上げる月数の合計月数

と同じ年０．１月の引上げが妥当であるとの答申を受けたことから、所要の

改正を行うものです。 

２ 改正内容  

≪第１条による改正≫  

令和５年度の期末手当について、１２月期の支給月数を０．１月引き上げ

ます。 ＜第７条関係＞  

   ６月期  １２月期  合計  

改正前の支給月数  １．８２５月  １．９７５月  ３．８月  

改正後の支給月数  １．８２５月  ２．０７５月  ３．９月  

≪第２条による改正≫  

令和６年度以後の期末手当について、６月期の支給月数を０．０５月引き

上げ、１２月期の支給月数を０．０５月引き下げます。 ＜第７条関係＞  

   ６月期  １２月期  合計  

改正前の支給月数  
（令和５年度）  

１．８２５月  ２．０７５月  ３．９月  

改正後の支給月数  
（令和６年度以後）  

１．８７５月  ２．０２５月  ３．９月  

※改正前の１２月期の支給月数は、第１条による改正後の支給月数です。 

３ その他  

施行日等は、次のとおりとします。  

≪第１条による改正≫  

施行日は、公布の日とし、令和５年１２月１日から適用します。  
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≪第２条による改正≫  

施行日は、令和６年４月１日とします。  

（参考）  

市の一般職の職員については、令和５年８月７日の人事院勧告に鑑みた国

の一般職の職員の給与改定の取扱いに準じ、令和５年度１２月期の期末手当

及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ０．０５月引き上げ、令和６年度以後の

６月期及び１２月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ０．０２５

月引き上げる予定としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 



8 
 

件   名  
亀山市長及び副市長の給与に関

する条例の一部を改正する条例  
総務財政部 

総 務 課  

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

市長及び副市長に支給する給与の額について、市民の意思を十分に反映さ

せるため、特別職報酬等審議会に諮問したところ、期末手当の支給月数につ

いては、令和５年８月７日の人事院勧告に鑑みた国の一般職の職員の期末手

当及び勤勉手当の取扱いに準じて市の一般職の職員における期末手当及び勤

勉手当それぞれの支給月数において引上げる月数の合計月数と同じ年０．１

月の引上げが妥当であるとの答申を受けたことから、所要の改正を行うもの

です。 

２ 改正内容  

≪第１条による改正≫  

令和５年度の期末手当について、１２月期の支給月数を０．１月引き上げ

ます。 ＜第３条関係＞  

   ６月期  １２月期  合計  

改正前の支給月数  ２．０２５月  ２．１７５月  ４．２月  

改正後の支給月数  ２．０２５月  ２．２７５月  ４．３月  

≪第２条による改正≫  

令和６年度以後の期末手当について、６月期の支給月数を０．０５月引き

上げ、１２月期の支給月数を０．０５月引き下げます。 ＜第３条関係＞  

   ６月期  １２月期  合計  

改正前の支給月数  
（令和５年度）  

２．０２５月  ２．２７５月  ４．３月  

改正後の支給月数  
（令和６年度以後）  

２．０７５月  ２．２２５月  ４．３月  

※改正前の１２月期の支給月数は、第１条による改正後の支給月数です。 

３ その他  

施行日等は、次のとおりとします。  

≪第１条による改正≫  

施行日は、公布の日とし、令和５年１２月１日から適用します。  
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≪第２条による改正≫  

施行日は、令和６年４月１日とします。  

（参考）  

１ 教育長及び病院事業管理者の期末手当の支給については、亀山市教育委

員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例（平成２８年亀山市条例第３

号）第４条及び亀山市病院事業管理者の給与に関する条例（平成２８年亀

山市条例第４号）第４条において市長及び副市長の例によると規定してい

るため、市長及び副市長と同様の改定となります（市長及び副市長と同様

に特別職報酬等審議会の審議を経ています。）。 

２ 市の一般職の職員については、令和５年８月７日の人事院勧告に鑑みた

国の一般職の職員の給与改定の取扱いに準じ、令和５年度１２月期の期末

手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ０．０５月引き上げ、令和６年度

以後の６月期及び１２月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ

０．０２５月引き上げる予定としております。 
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件   名  
亀山市職員給与条例の一部を改

正する条例  
総務財政部 

総 務 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

令和５年８月７日の人事院勧告に鑑みた国の一般職の職員の給与改定の取

扱いに準じ、市の一般職の職員の給与を改定するため、所要の改正を行うも

のです。  

なお、令和５年８月７日の人事院勧告における給与勧告の主な事項は、次

のとおりです。  

（１）公務員給与と民間給与との較差を埋めるための月例給の額の引上げ  

（２）期末手当及び勤勉手当の支給月数の引上げ  

また、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）上の位置付けが季節性イ

ンフルエンザと同じ５類感染症となったことなどに鑑み、新型コロナウイル

ス感染症にり患している者等に対して行う業務等に従事した職員に支給する

防疫手当の特例を廃止することから、所要の改正を行います。 

２ 改正内容  

≪第１条による改正≫  

（１）期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定  

＜第４４条及び第４７条関係＞  

ア 一般職の職員の期末手当及び勤勉手当について、１２月期の支給月数

を０．０５月引き上げます。  

区分  ６月期  １２月期  合計  

改正前の

支給月数  

期末手当  １．２月  １．２月  ２．４月  

勤勉手当  １．０月  １．０月  ２．０月  

改正後の

支給月数  

期末手当  １．２月  １．２５月  ２．４５月  

勤勉手当  １．０月  １．０５月  ２．０５月  

イ 定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当について、１２

月期の支給月数を０．０２５月引き上げます。  
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区分  ６月期  １２月期  合計  

改正前の

支給月数  

期末手当  ０．６７５月  ０．６７５月  １．３５月  

勤勉手当  ０．４７５月  ０．４７５月  ０．９５月  

改正後の

支給月数  

期末手当  ０．６７５月  ０．７月  １．３７５月  

勤勉手当  ０．４７５月  ０．５月  ０．９７５月  

（２）職員が新型コロナウイルス感染症にり患している者又はその疑いのある

者に対して行う業務などに従事したときに支給する防疫手当の額は、４，０００

円の範囲内（通常の防疫手当の額は、５００円の範囲内）において市長が

定めるとする規定を削ります。 ＜附則第１１項関係＞  

（３）給料月額を一定水準（平均１．１％）引き上げます。 ＜別表関係＞  

≪第２条による改正≫  

期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定 ＜第４４条及び第４７条関係＞  

ア 一般職の職員の令和６年度以後の期末手当及び勤勉手当について、６

月期の支給月数を０．０２５月引き上げ、１２月期の支給月数を０．０２５

月引き下げます。  

区分  ６月期  １２月期  合計  

改正前の

支給月数  
（令和５年

度）  

期末手当  １．２月  １．２５月  ２．４５月  

勤勉手当  １．０月  １．０５月  ２．０５月  

改正後の

支給月数  
（令和６年

度以後）  

期末手当  １．２２５月  １．２２５月  ２．４５月  

勤勉手当  １．０２５月  １．０２５月  ２．０５月  

※改正前の１２月期の支給月数は、第１条による改正後の支給月数です。

イ 定年前再任用短時間勤務職員の令和６年度以後の期末手当及び勤勉手

当について、６月期の支給月数を０．０１２５月引き上げ、１２月期の

支給月数を０．０１２５月引き下げます。  
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区分  ６月期  １２月期  合計  

改正前の

支給月数  
（令和５年

度）  

期末手当  ０．６７５月  ０．７月  １．３７５月  

勤勉手当  ０．４７５月  ０．５月  ０．９７５月  

改正後の

支給月数  
（令和６年

度以後）  

期末手当  ０．６８７５月  ０．６８７５月  １．３７５月  

勤勉手当  ０．４８７５月  ０．４８７５月  ０．９７５月  

   ※改正前の１２月期の支給月数は、第１条による改正後の支給月数です。

３ その他  

施行日等は、次のとおりとします。  

≪第１条による改正≫  

施行日は、公布の日とし、給料月額の引上げについては令和５年４月１日

から、期末手当及び勤勉手当の支給月数の引上げについては同年１２月１日

から適用します。  

≪第２条による改正≫  

施行日は、令和６年４月１日とします。  

（参考）  
１ 一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合  

 ６月期  １２月期  合   計  
R5期末手当 

 勤勉手当 

1.2月 

1.0月 

1.25月(1.2月) 

1.05月(1.0月) 

2.45月(2.4月) 

2.05月(2.0月) 

 合  計 2.2月 2.3月(2.2月) 4.5月(4.4月) 

R6期末手当 

 勤勉手当 

1.225月(1.2月) 

1.025月(1.0月) 

1.225月(1.2月) 

1.025月(1.0月) 

2.45月(2.4月) 

2.05月(2.0月) 

 合  計 2.25月(2.2月) 2.25月(2.2月) 4.5月(4.4月) 

※（ ）内の月数は、この条例による改正前の支給月数です。  

２ 定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合  
 ６月期 １２月期 合   計  
R5期末手当 

勤勉手当 

0.675月 

0.475月 

0.7月(0.675月) 

0.5月(0.475月) 

1.375月(1.35月) 

0.975月(0.95月) 

 合  計 1.15月 1.2月(1.15月) 2.35月(2.3月) 

R6期末手当 

勤勉手当 

0.6875月(0.675月) 

0.4875月(0.475月) 

0.6875月(0.675月) 

0.4875月(0.475月) 

1.375月(1.35月) 

0.975月(0.95月) 

合  計 1.175月(1.15月) 1.175月(1.15月) 2.35月(2.3月) 

※（ ）内の月数は、この条例による改正前の支給月数です。  
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件   名  
亀山市総合保健福祉センター条

例の一部を改正する条例  
健康福祉部  
地域福祉課  

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

亀山市総合保健福祉センターは、市民の保健福祉の増進を図る拠点として

設置し、これまで、子ども総合センター※や健康都市に関する取組の展開な  

ど、都度、必要な機能を付加し、又は施策を実施してきました。これに伴い、

職員数も設置当初から大幅に増加し、事務スペース等が非常に手狭になって

います。  

また、令和６年度からは、切れ目のない子ども・子育て支援体制の充実及

び強化に向けた子ども未来部の創設や重層的支援体制整備事業の拡大などに

より、職員数の更なる増加が見込まれます。  

こうした状況を踏まえ、必要な事務スペース等を確保する必要があること

から、亀山市総合保健福祉センターでは、その機能の見直しを進めた結果、

必要性が低くなっている視聴覚室については、機能転換を行うことから、所

要の改正を行うものです。また、修繕対応ができない温泉スタンドについて

は、用途廃止を行うことから、併せて所要の改正を行うものです。  

※ 子ども総合センターとは、子どもの支援施策を一体的かつ機動的に推進する拠

点をいいます。 

２ 改正内容  

  視聴覚室及び温泉スタンドについて、次のとおり機能転換等を行うことか

ら、これらの使用料の規定を削ります。 ＜別表第１関係＞  

区分  機能転換等を行う理由  使用料  

視聴覚室  主にカラオケルームとして利用されていまし

たが、利用者の減少に加えて、サービス提供

事業者により機材が撤去されたことにより、

視聴覚室としての利用が大きく減少したこと

から、書庫に機能転換を行います。  

１時間につき

１，０００円  

温泉スタ

ンド  

利用者が年々減少していたことや、現在は老

朽化に伴い故障しており、機械部品の製造終

了等により修繕対応ができないことから、用

途廃止を行います。  

４０リットル

につき４０円  
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３ その他  

施行日は、令和６年４月１日とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 


